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                                    2019年 9月 27日 

 

国務院、上海自貿区臨港新エリア全体計画を公布 

上海市政府、臨港新エリア管理弁法を公布 
 
 
国務院は 2019年 7月 27日付で、≪中国(上海)自由貿易試験区臨港新エリア総体方案の印刷・公布に関

する通知≫（国発[2019]15 号）（以下、総体方案）を公布し、中国(上海)自由貿易試験区を拡張した新

たなエリア（以下、臨港新エリア）に関する全体計画を発表しました。 

 

これを受け、上海市政府は 2019年 8月 12日付で、≪中国(上海)自由貿易試験区臨港新エリア管理弁法≫

（上海市人民政府令第 19号）（以下、管理弁法）を公布し、同年 8月 20日より施行しました。 

 
臨港新エリアは、上海沿岸部に位置する 3つのエリアで構成され、合計面積は 119.5㎢と広く、従前の
中国(上海)自由貿易試験区と合算した総面積は約 240 ㎢と、浦東新区の 2割を占めるまで拡がります。 
 
中国政府は、臨港新エリアをさらなる市場開放とグローバル化を進める戦略エリアと位置づけ、より自
由度が高い投資・貿易取引を可能とする各種の制度を実施していくとしています。 
 

１．臨港新エリアの地理的概要 

中国(上海)自由貿易試験区臨港新片区 

Lingang area of the China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone 

 臨港地区南部エリア：76.5㎢ 

 浦東国際空港南側エリア：24.7 ㎢   合計 119.5㎢ 

 小洋山島エリア：18.3㎢ 

                                                                

              
※ 臨港新エリアの一部は先行稼働（赤枠部分：南匯新城・臨港装備産業区・浦東国際空港南側・小洋山島）  

（出所）上海市政府公開資料を基に作成 
 

 浦東国際空港南側エリア 

 臨港地区南部エリア 

 小洋山島エリア 
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２．総体方案の概要 

総体方案は、「投資・貿易自由化を核心とする制度・体系」「全面的リスク管理制度」「国際市場競争力を

備えた開放型産業体系」の構築などから構成されています。 

＜発展目標＞ 

 2025年までに、比較的成熟した投資・貿易自由化・利便化の制度体系を構築し、開放度がさらに高

い機能型プラットフォームを構築することで世界の一流企業を集め、エリアとしての創造力と競争

力を向上。 

 2035年までに、グローバルマーケットに対して比較的強い影響力と競争力を備えた特殊経済機能区

を建設し、中国が世界経済と調和するようにさらに成熟した定型的な制度や成果を形成し、世界の

ハイエンド資源・要素配置の中核機能を構築。 

 

（１）投資・貿易自由化を中心とする制度・体系の構築 

投資・経営の公平な競争を実現 

 電気通信・保険・証券・科学研究・技術サービス・教育・衛生などの重点分野で対外開放を強化し、

登録資本・投資方式などの制限を緩和 

 「証照分離」（営業許可証と行政許可の取得手続の切り離し）改革を深化 

 国外の国際商事紛争裁判機構の設立を支持 

高水準の貿易自由化を実現 

 フェンスで囲いをした洋山特殊総合保税区を設立する 

 文化サービス・技術製品・情報通信・医療健康など資本技術集約型のサービス貿易の自由化を推進 

 越境 EC企業による国際配送施設の設置を奨励 

 原油輸入資格付与制度について検討 

利便的なクロスボーダー資金決済の金融監督管理制度の実現 

 優良企業のクロスボーダー人民元業務の手続フローをさらに簡素化 

 自由貿易口座での外貨・人民元の一体化テスト実施、資本の自由な流出入と両替を研究 

 臨港新エリア企業が国外から調達する資金や一定条件を満たす金融機関が国外から調達する資金

およびクロスボーダーサービスの収入は、臨港新エリア内・国外の投資活動に使用可能 

 一定条件を満たす金融機関がクロスボーダー証券投資・クロスボーダー保険資産管理などの業務を

行うことを支持 

高度に開放した国際輸送管理の実現 

 グローバルターミナル港として機能を高め、国際船舶登記・国際航路権開放の模索を強化 

 船舶の法定検査を段階的に緩和 

 国内製造船が洋山深水港で船舶登録し、国際貨物運輸に従事する場合、輸出と見なし税還付 

 外国籍船舶が洋山深水港を中継港とする中国沿海兼営業務展開を研究 

 浦東国際空港と「一帯一路」沿線国や地域との運航権を拡大 
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自由かつ利便的な人員管理の実施 

 現代サービス業のハイエンド人材の就業制限を緩和、外国籍人材の永住権などの利便的措置を実施 

 金融・建築・企画・設計などの分野で一定条件を満たす人材は、届出によりサービス提供を許可 

 法医学司法鑑定などの技術を有する（人材との）技術協力を強化 

国際インターネットデータのクロスボーダー安全・秩序あるデータ移動の実施 

 国際通信設備を建設し、5G・IPv6・クラウド・IoT・IoVなど次世代の ITインフラ構築を加速 

 特許・版権・商業機密などの保護を強化し、グローバルなデジタル経済交流と提携を積極的にリード 

国際競争力がある税制と政策の実施 

 フェンス（保税）エリアへの国外貨物の搬入や、同エリア内企業同士の貨物取引やサービス取引に

対し特別な税収政策を実施 

 サービス輸出増値税政策の適用範囲を拡大し、国外投資やオフショア業務の発展に適応した新たな

税収政策を研究 

 一定条件に合致する IC（集積回路）、AI（人工知能）、バイオ医薬、民間航空など重点産業のコア

部分となる生産や研究開発に従事する企業の企業所得税は設立から 5年間は 15％とする 

 

（２）全面的リスク管理制度の構築 

重点分野の監督管理強化 

 管理機構・業種主管部門・企業などをカバーする情報管理サービスプラットフォームを構築 

 リスク分析と予防コントロールへの IT技術の応用を強化し、厳格・正確・有効な監督管理を実施 

 貨物の検疫や原産地・知財権・国際条約・クロスボーダー資金などのリスクをリアルタイム監視 

信用等級（信用格付け）の管理の強化 

 信用評価の基本ルールと基準を整備、信用等級を企業への優遇措置適用などの基準に使用 

境界線の安全性向上 

 スマート式監督管理インフラ設備を建設し、（入境貨物の）監督管理情報を共有し相互承認を実現 

 臨港エリアへの搬入貨物に「二段階参入」の監督管理を実施（国外と自貿区新エリアの境の  「一

線」と、自貿区と国内の境の「二線」での 2段階管理） 

 

（３）国際市場競争力を備えた開放型産業体系の構築 

重要コア技術による先端産業クラスターの構築 

 IC総合産業基地を建設し、輸入材料・輸入部品の保税監督管理を最適化し、多国籍企業による研究

開発センターや製造拠点の設立、コアチップ・特殊製造工程・重要設備・基礎材料など重点分野の

発展を支持 

 AIの応用モデルエリアを建設し、スマート自動車・スマートロボットなど新たな産業の発展を推進 

 民間航空産業エリアを建設し、大型旅客機と航空エンジンを中心とした産業集積を推進 

 「一帯一路」沿線国など向けにグリーン再製造センターを建設、グリーン認証と格付けシステムを

構築。総合保税区での NC工作機械やエンジニアリング設備などのメンテナンスや再製造を支持 
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新型国際貿易の発展 

 アジア太平洋サプライチェーン管理センターを建設し、新型国際貿易および国際市場投融資サービ

スのサポートシステムを整備し、本部型機構の誘致を推進 

 デジタル貿易を発展させ、越境 ECの海外倉庫の建設を支持 

 国際医療サービス集積エリアを建設し、クロスボーダー医療保険製品の開発と試験的なクロスボー

ダー決済の展開を支持 

 外資独資企業が海外への文化芸術品の展示・競売・取引を行うことを許可 

ハイレベルな国際海運ターミナルの建設 

 浦東国際空港が世界レベルの航空ターミナルを建設し、航空貨物施設、航空本部基地、航空貨物国

際貨物ハブセンターを建設することを支持 

 航空・船舶用品の供給、メンテナンスなどの総合機能を高め、国際海運補給サービス体系を構築 

 内外資企業および機構の船舶ファイナンス、海上保険などを実施する海運サービス向上を支持 

クロスボーダー金融サービス機能の拡張 

 人民元クロスボーダートレードファイナンスとリファイナンスの実施を支持 

 多国籍企業が資金管理センターを設けることを奨励 

 航空機・船舶などのファイナンスリース業務の発展を加速 

 環境汚染責任保険などのグリーン金融業務の発展を奨励 

「都市と産業の融合」の発展を促進 

 教育・医療・文化・園区建設・都市管理などの公共サービス分野への参入チャネルを拡張 

長江デルタ地域との革新的な発展を強化 

 国内外投資者が共同革新特別ファンドを設け、重大な科学研究プロジェクトで提携することを支持 

 国内投資者が国外で組成した私募ファンドによりイノベーション型科学技術企業への融資に参加

することを支持し、一定条件を満たす場合は長江デルタ地域において出資が可能 

 

３．管理弁法の概要 

管理弁法は、総体方案および関連法律・法規の規定に基づき臨港新エリアに適用され、臨港新エリアと

国外との投資・経営の利便化や貿易自由化など、総体方案の項目に連動した内容が規定されています。 

 

＜管理弁法の主要措置＞ 

投資・経営の利便化 

 電気通信・保険・証券などへの投資の制限（登録資本・投資方式など）を緩和、産業の集積を推進 

 商事主体登記確認制を試行し、登記申請資料は形式審査の上、速やかに営業許可証を発行 

 国外の著名な仲裁・紛争解決機構による臨港新エリア内の業務機構設立、民事/商事紛争の仲裁業

務の実施が可能 

貿易の自由化 

 洋山特殊総合保税区を設立し、総合保税区政策の全面的実施を基礎として、貿易の監督管理・許可

および手順の要求を最適化、ハイレベルな貿易自由利・利便化政策および制度を実施 

 新型国際貿易および国際市場投融資サービスの系統的制度・支援体系を完備、医療サービス・芸術

品の競売などの新型貿易を発展 
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 文化サービス・技術製品・情報通信・医療ヘルスケアなどの資本技術密集型サービス貿易の発展を

推進 

金融の開放 

 金融業の対外開放措置を実施、条件に合致する国外投資者の法に基づく金融機関設立を支持 

 金融機関の各種クロスボーダー金融サービスの提供を支持、クロスボーダー人民元業務の取扱フロ

ーを簡素化 

 国外で調達した資金の臨港新エリアおよび国外の経営投資への使用を許可 

 臨港新エリア内の資本の自由な流入・流出および自由両替を模索、資本項目両替可能を着実に推進 

国際運輸の利便化 

 船舶登記制度を利便化、船舶の法定検査を段階的に開放、国際海運補給サービス体系を構築、海運  

インデックスデリバティブ業務の発展を推進 

 洋山深水港・浦東国際空港・芦潮港鉄道コンテナ中央駅をキャリアとして、海運・空輸・鉄道運輸

の情報共有を推進 

 航空中継混載業務の実施を支持、利便的な税関監督管理制度を実行 

人材サービス 

 人材の直接定住政策を最適化、一定条件に合致する人材に対して、臨港新エリア居住証から常住戸

籍に切り替える年限を短縮 

 臨港新エリアの重点産業の配置に焦点を合わせ、技能者誘致目録を制定 

 国外の金融・建築などの職業資格を有する専門家による臨港新エリア内におけるサービス提供を許

可、国外人材の職業資格テストへの参加を許可 

 経済貿易活動に従事する外国人・現代サービス業のハイレベル人材に対して、出入国および滞在・

居留の利便的措置を提供 

 一定条件に合致する外国籍職員に対して、長期海外人材居住証・就労許可などの利便的措置を提供 

情報の迅速な連動 

 完備された国際通信設備を建設し、安全かつ利便的なインターネットデータ専用ルートを構築 

 IC・AI・バイオ医薬・本部経済などの重要分野に焦点を合わせ、クロスボーダーデータ移動の安全

評価試行を実施 

 国際提携ルール試行を実施、特許・版権・企業の商業機密などの権利・データの保護を強化 

財政・税務支援 

 サービス輸出増値税政策の適用範囲を拡大、自由貿易口座の税収政策の試行を模索 

 条件に合致するIC・AI・バイオ医薬・民間航空などの重大産業について、企業所得税面で支援、国

外人材の個人所得税支援政策を研究し実施 

 臨港新エリア特別発展資金を設置、臨港新エリアの発展のために統一計画的に使用 

 

以上 
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ご照会先 

本  店：上海市浦東新区世紀大道100号 上海環球金融中心11階 TEL：86-(21)-3860-9000  

上海浦西出張所： 上海市長寧区興義路8号 上海万都中心12階 1､12､13号 TEL：86-(21)-2219-8000 

上海自貿試験区出張所： 上海市浦東新区世紀大道100号 上海環球金融中心15階15T21室 TEL：86-(21)-2067-0200 

瀋陽支店：瀋陽市瀋河区青年大街1号 市府恒隆広場16階1606室 TEL：86-(24)-3128-7000 

北京支店：北京市朝陽区光華路1号 北京嘉里中心北楼16階1601号室 TEL：86-(10)-5920-4500 

天津支店：天津市和平区南京路189号 津匯広場２座12階 TEL：86-(22)-2330-667 

天津濱海出張所：天津市天津経済技術開発区広場東路20号 濱海金融街東区E2B8層 TEL：86-(22)-6622-6677 

蘇州支店：蘇州市高新区獅山路28号 蘇州高新国際商務広場12階 TEL：86-(512)-6606-6500 

蘇州工業園区出張所：江蘇省蘇州工業園区蘇州大道西2号 国際大厦16楼 TEL：86-(512)-6288-5018 

常熟出張所：常熟市東南開発区東南大道333号 科創大厦8楼 TEL：86-(512)-5235-5553 

昆山出張所：江蘇省昆山市前進東路399号 台協国際商務広場2001-2005室 TEL：86-(512)-3687-0588 

杭州支店：杭州市下城区延安路385号 杭州嘉里中心2幢5階 TEL：86-(571)-2889-1111 

広州支店：広州市天河区華夏路8号 国際金融広場12階/電話 TEL：86-(20)3819-1888 

深圳支店：深圳市福田区中心四路1号 嘉里建設広場二座23層 TEL：86-(755)-2383-0980 

重慶支店：重慶市南岸区南濱路22号 重慶長江国際1棟第34階02号 TEL：86-(23)-8812-5300 

大連支店：大連市西崗区中山路147号 森茂大厦4楼-A室 TEL：86-(411)-3905-8500 

 

当資料に掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。当資料は単に情報提供を目的に作成されており、その正確性を当行

及び情報提供元が保証するものではなく、また掲載された内容は経済情勢等の変化により変更されることがあります。掲載情報は利用者

の責任と判断でご利用頂き、また個別の案件につきましては法律･会計･税務等の各面の専門家にご相談くださるようお願い致します。  

万一、利用者が当情報の利用に関して損害を被った場合、当行及び情報提供元はその原因の如何を問わず賠償の責を負いません。 


